
令和７年度 徳島県強度行動障がい支援者養成研修（実践研修）開催要領 

 

１ 目的 

強度行動障がいを有する者に対し，適切な支援計画を作成することが可能な職員の育成を目的として実施

します。 

 

２ 実施主体  徳島県知的障害者福祉協会 （事務局：希望の郷内） 

 

３ 研修日程等 

 日 程 場 所 定 員 

１日目 令和７年９月２５日(木) 
徳島県立総合福祉センター５階ホール ６０名 

２日目 令和７年９月２６日(金) 

※研修は全２日課程です。研修内容については，別添「令和７年度徳島県強度行動障がい支援者 

養成研修（実践研修）カリキュラム」をご確認ください。 

 

４ 研修の対象者 

「強度行動障がい支援者養成研修（基礎研修）」を修了した方で，次の（１）から（４）のいずれかに該当し，

研修の全過程に参加可能な方 

（１）徳島県内の障がい福祉サービス事業所等において，現在，強度行動障がい支援業務に従事し

ている者，または今後従事する予定がある者 

（２）県内の地域自立支援協議会等において，事例検討等に関わる市町村職員等 

（３）県内の障がい福祉サービス事業所等の連携医療機関等において治療に当たる医療従事者 

（４）県内の障がい福祉サービス事業所等と連携し強度行動障がいのある児童生徒の支援に当たる

（４）特別支援学校の教師等 

 

５ 受講申込 

（１）申込方法 

原則，メールでの申込みとします。 

・提出先アドレス：kyoudo_kensyu@kiboukyo.jp 

・メールの件名 ：強度行動障がい支援者養成研修(実践研修)申込み 

（２）必要書類 

①「02.受講申込フォーム（R7.9_実践）（エクセルファイル）」 

必要事項をもれなく記入し，PDFには変換せずにエクセルのファイル形式で，上記メールアドレス宛て 

提出してください。各事業所において複数名の申込みをする場合は，受講希望者の優先順位順に受講申込 

フォームに記入してください。ただし，１事業所につき３名を上限とします。 

 ② 強度行動障がい支援者養成研修（基礎研修）修了証書の写し 

基礎研修修了証は，スキャンや写真撮影するなど１ＭＢ以下の画像データ（jpeg，gif，PDF 等）にして， 

メールに添付してください。 

※修了証書のコピーを提出できない場合や婚姻等により氏名を変更された方は「11 申込み先・問合せ先」まで 

連絡してください。 

（３）申込締切日 

令和７年７月３１日(木) 必着 

 

６ 受講決定 

受講の可否については，徳島県知的障害者福祉協会事務局において決定し，８月中旬頃に通知します。 

申込者が多数の場合は，サービス種別，所属の過去の研修修了状況，強度行動障がいを有する者への支援の有無，

各所属における受講の優先順位，実務経験年数等を考慮し，受講者を決定します。 



７ 研修資料 

９月中旬頃に，受講申込フォームに記載された連絡用アドレス宛て電子メールでお知らせします。 

研修当日までに，各自でダウンロード・印刷してご準備ください。 

 

８ 受講費用 

受講料（受講者 1人あたり）： １８，０００円 

※研修当日に徴収します。お釣りのないようにご用意ください。 

 

９ 修了証書 

研修の全日程を修了した者には，修了証書を交付します。 

研修修了者については，当協会及び徳島県が修了者名簿を作成し管理します。 

注１）原則として，１５分以上の遅刻，不在，早退等は，欠席とみなします。 

ただし，天候や交通機関の遅れ等によりやむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。 

注２）受講態度が著しく不良である場合（居眠りや受講中の携帯電話の使用等）は，修了証書を交付できない場

合があります。 

注３）受講申込の内容に虚偽があった場合は，受講決定又は修了証書を取り消す場合があります。 

 

10 その他注意事項 

（１）感染症の状況や天候，その他の理由で変更あるいは中止する場合があります。 

（２）研修資料の公開や，変更等の状況については，受講者あて電子メールでお知らせする他，徳島県知的障 

害者福祉協会のホームページ上にも掲載しますので，受講前には必ずご確認ください。 

（３）強度行動障がい支援者養成研修（基礎研修）を修了していることが本研修の受講要件となりますので， 

基礎研修の修了状況を必ずご確認ください。 

 

11 申込み先・問合せ先 

〒770-8008 徳島市西新浜町２丁目３番７８号 希望の郷内 

徳島県知的障害者福祉協会 事務局 

Tel    ： 088-663-5552 

E-mail ： kyoudo_kensyu@kiboukyo.jp 

 


